
有効期間満了日　令和１３年３月３１日　　 

                                           　              熊国薬第４２８号

                                             　        　　令和７年４月７日　　

 

 
 　

　　　警察庁と厚生労働省との麻薬・覚醒剤等に関する犯罪の捜査に関する協定につい

 　　　て（通達）

　令和７年３月１日から「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法

律」（令和５年法律第８４号）の一部が施行されたことにより、警察庁から別添「警察

庁と厚生労働省との麻薬・覚醒剤等に関する犯罪の捜査に関する協定について（通達）」

（令和７年３月１日付け警察庁丙組二発第１号ほか）が発出され、警察庁と厚生労働省

との麻薬・覚醒剤等に関する犯罪の捜査に関する現行の協定が示されているので、事務

処理上遺漏のないようにされたい。 

 

※　警察庁通達「警察庁と厚生労働省との麻薬・覚醒剤等に関する犯罪の捜査に関

　する協定について（通達）」については警察庁ホームページをご覧ください。


